
入札説明書に対する質問回答（第２回）

事業名：　国道４号富谷地区電線共同溝ＰＦＩ事業



№ 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問内容 回　　答

1 入札説明書 5 4 （１） ③ 応募者の構成

「応募企業又は応募グループは、契約締結まで
に本事業を行うことを目的とする特別目的会社
（会社法（平成17 年法律第86 号）に定められ
る株式会社（以下、「ＳＰＣ」という。））を
設立することを基本とする。」とありますが、
①貴局の予定価格にはＳＰＣ設立及び運営に要
する費用や事業に必要な保険料が含まれている
と理解して宜しいでしょうか。②また、貴局の
予定価格に含まれている場合、工事費、設計費
及び維持管理費に含まれているのではなく別項
目として計上されていると理解して宜しいで
しょうか。

ご理解のとおりです。
詳細は、（添付６）事業費の算定及び支払方法を
参照してください。

2  入札説明書 5 4 -1
応募者の構成

第1回質問No.5で「応募グループの代表企業との
契約になります」とのご回答をいただいており
ますが、契約者名に「国道4号線富谷地区電線共
同溝PFI事業JV代表企業〇〇〇株式会社」との名
義での契約は可能でしょうか？

事業契約書（案）別紙２用語の定義において、
SPCを設立しない場合の事業者（契約者）は「落
札者の代表企業」と記載しておりますので、事業
契約書は代表企業の名義で締結することになりま
す。

3 要求水準書 11 2 （5） 4) ② BIM/CIMモデルの活用

要求水準書には、a)～h)の8項目のうち、いづれ
か4つ以上の項目にBIM/CIMを活用する、とあり
ますが、4項目の選定を行う段階は、BIN/CIM実
施計画書の作成段階でよろしいでしょうか。
（提案書の実施方針への記載は必要ないか）

ご理解のとおりです。

4 要求水準書 13 第2 3 （6）
占用業者等と引込管
及び連系管等の協議

「なお、引込管、連系管及び連系設備に係る費
用については、東北地方整備局と協議して決定
する」とありますが、第１回質問回答のNo.41で
は「引込管、連系管に係る費用ついては、入札
価格に含みます。」とありますが、No.70では
「設計変更対象とする」とあります。引込管、
連系管及び連系設備については、添付10.見積参
考資料でも数量が確認できないため、入札価格
に含まないとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

5 様式集及び記載要領 1 （7） ⑤ 提案書

様式２８-５「施設整備費と維持管理費の内訳」
の一覧表施設整備費、ⅱ工事費の項目の中に支
障移設費が記載されています。今回は、該当し
ない為欄外の注意事項７にあるように項目を変
更してもよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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6 様式集及び記載要領
様式
28-5

事業費内訳書

「施設整備費／Ⅰ.施設費／ⅱ工事費／支障移設
費」とありますが、第１回の回答No.37では「支
障物件の移設費用は入札価格に含まれなく、設
計変更対象とする」とあります。記載不要と理
解して宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

7 様式集及び記載要領
様式
28-5

事業費内訳書

「施設整備費／Ⅰ.施設費／ⅱ工事費／引込・連
系管費」とありますが、要求水準書（R2.10.20
訂正版）のP.30では「事業者は、引込管、連系
管及び連系設備の施工を行うものとし、電線管
理者への委託を基本とする。数量が確定した場
合は、設計変更の対象とする。」とあります。
記載不要と理解して宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

8  様式集及び記載要領
様式
28-5

電線共同溝費
舗装復旧費

　見積参考資料を参照すると、工事業務は、電
線共同溝と舗装復旧については、１つの工事と
して工事費を算出するようになっております。
　【（様式28-5）事業費内訳書】は、電線共同
溝費と舗装復旧費を別々に計上する様式になっ
ておりますが、別々に計上するかご教授下さ
い。
　また、別々に計上する場合、間接工事費、一
般管理費を電線共同溝分と舗装復旧分を案分等
で分割し工事費を記入、（様式28-6）入札時積
算内訳書もそれに合わせたものを添付するので
しょうか？

当初の積算は電線共同溝と舗装をあわせて一つの
工事として積算しております。
なお、（様式28-5）電線共同溝費と舗装復旧費を
電線共同溝・舗装復旧費に修正して提出してくだ
さい。

9 事業者等が付す保険等 2 第1 2 （3） ⑤ 土木工事保険

土木工事保険について、「⑤保険金額は、本施
設の工事費（消費税及び地方消費税を含む。）
とする。」とありますが、保険会社に確認した
ところ、日本国内では以下の内容が加入できる
上限であり、支払限度額の設定が必要と回答を
頂いております。支払限度額を設定することは
可能でしょうか。
【保険内容】
　保険金額：1事故限度額5千万円（期間中限度
額1億円）

保険金額の設定は入札説明書に記載のとおりとし
ます。
複数の保険とする場合は、保険金額の総額が本施
設の工事費（消費税及び地方消費税を含む。）と
なるように設定してください。
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10 事業者等が付す保険等 2 第1 2 （3） ⑤ 土木工事保険

土木工事保険について、「⑤保険金額は、本施
設の工事費（消費税及び地方消費税を含む。）
とする。」とありますが、「本施設の工事費」
とは「（ⅰ）工事業務に係る工事費、（ⅱ）工
事監理業務に係る工事監理費、（ⅲ）調整マネ
ジメント業務（工事段階）に係る費用」の合計
額（消費税等を含む）と理解して宜しいでしょ
うか。「本施設の工事費」の用語の定義をご教
示願います。

「本施設の工事費」は「工事業務に係る工事費」
となります。
詳細は、（添付６）事業費の算定及び支払方法を
参照してください。

11  事業費の算定及び支払方法 3  第2 3  （1）  ①
施設費

「各事業年度の支払額の合計（施設整備費）が
均等になるよう、年１回、全16回に分けて支払
う」とありますが、「元利均等返済」と理解し
て宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

12  見積参考資料工事業務
14
15

共通仮
設費
現場管
理費

名称

見積参考資料の工事業務14、15ページについて
労務費のほか各種経費について、週休２日の補
正＝４週８休以上と記載されていますが、当初
補正は、入っていないという認識でよろしいで
しょうか。

公共工事設計労務単価は週休２日(４週８休以上)
の補正（１．０５）、機械経費（賃料）は週休２
日(４週８休以上)の補正（１．０４）、共通仮設
費は週休２日(４週８休以上)の補正（１．０
４）、現場管理費は週休２日(４週８休以上)の補
正（１．０６）を当初より考慮しております。
その他の条件等については、差し替え後の要求水
準書をご参照ください。
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